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は じ め に

「地域森林計画」は、森林法第５条により、都道府県知事が「全国森林計画」に即
して５年ごとに10年を一期としてたてる計画で、市町村がたてる「市町村森林整備計
画」や森林所有者が作成する「森林経営計画」の指針となるものです。

本県には、宮城北部及び宮城南部の２つの森林計画区があり、本計画は宮城南部森
林計画区について策定したものです。

本県の森林は県土面積の57％を占め、水源の涵養や県土の保全、木材などの林産物
かん

の供給に加え、生物多様性の保全など多様な機能を持ち、県民生活に大きな役割を果
たしています。二酸化炭素等の温室効果ガスの削減のため、森林が有する二酸化炭素
吸収源としての機能を十分に発揮させるため、間伐等の森林整備を確実に実施してい
くことが必要となっています。

戦後造林された人工林は利用期を迎え、県内の充実した森林資源の循環利用が課題
となっています。しかし、長期に渡る木材価格の低迷等により、林業所得の減少に伴
う経営意欲の減退、林業従事者等の減少等、森林・林業を取り巻く状況は引き続き厳
しい状況にあります。

こうした中、本県では平成30年３月に「みやぎ森と緑の県民条例」を制定するとと
もに、同条例の基本計画である「新みやぎ森林・林業の将来ビジョン」を策定し、令
和４年度中には中間見直しを行いました。令和９年度末までの森林・林業施策の指針
である同基本計画に基づき、林業・木材産業の振興と森林の整備・保全に関する施策
の強化に取り組むこととしています。

本計画は、このようなことを念頭において、森林の多様な機能が十分に発揮される
よう、森林整備に関する基本的な方向と目標・基準を示しています。

森 林 計 画 制 度 の 体 系

〔森林・林業基本計画〕
森林・林業に関して政府がたてる長期的かつ総合的な政策の方向・目標

(森林・林業基本法第11条)

〔全国森林計画〕
農林水産大臣が全国の森林について、閣議決定を経て５年ごとにたてる15年間
の計画 (森林法第４条)

【民有林】 【国有林】

［同一計画区域で同一時期にたてる］

〔地域森林計画〕 〔国有林の地域別の森林計画〕
都道府県知事が森林計画区域内の 森林管理局長が森林計画区域内の管理経営す
民有林について、５年ごとにたて る国有林について、５年ごとにたてる10年間
る10年間の計画 (森林法第５条) の計画 (森林法第７条の２)

〔市町村森林整備計画〕
民有林の所在する市町村長が造林から伐採
に至る森林施業全般について、５年ごとに
たてる10年間の計画 (森林法第10条の５)

〔森林経営計画〕
森林所有者又は森林所有者から森林の経営
の委託を受けた者が、自発的に作成する具
体的な伐採・造林等の実施に関する５年間
の計画 (森林法第11条～19条)





計計 画画 のの ああ らら まま しし
１ 計画の対象森林

地域森林計画は、民有林のうち森林法第５条に規定する森林を対象＊として、県内２つの計画区ご

とに策定しており、本計画区の面積は次のとおりです。

（単位 面積：ha）

森 林 計 画 区 土地面積 森林面積 民有林面積 計画対象森林面積

宮城南部森林計画区 278,326 162,965 107,470 107,166

県 総 数 728,229 413,422 282,841 281,888

※ 土地面積は宮城県統計年鑑（令和6年版：宮城県企画部統計課）、森林面積及び民有林面積等は東北森林管理

局及び林業振興課資料による。

２ 宮城南部森林計画区の計画事項

本計画では、森林の多様な機能の高度発揮や持続可能な森林経営の実現、森林資源の適正な利用等

を目的として、全国森林計画に即し、森林の整備及び保全に関する10か年間(令和8年度～令和17年

度）の計画数量及び指針等を定めています。

なお、主な計画数量等は、下記のとおりです。

(1) 森林の構成（面積・森林蓄積）の計画期末の目標

面 積 （ha）
区 分 森林蓄積

育成単層林 育成複層林 天然生林 (千㎥)

現 況 47,030 230 55,419 23,408

計画期末 47,058 262 57,543 23,408

(2) 伐採立木材積の目標

総 数（千‰） 主 伐（千‰） 間 伐（千‰）
区 分

総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹

計画区総数 2,619 2,244 375 1,829 1,454 375 790 790 －

(3) 人工造林及び天然更新別の造林面積の目標 (4) 林道開設目標

区 分 人工造林面積 天然更新面積 区 分 開設路線数 開設延長

計画区総数 6,704ha 2,437ha 計画区総数 48 路線 113㎞

(5) 保安林として管理すべき森林の計画期末面積 (6) 実施すべき治山事業の数量

区 分 全保安林面積(実面積) 区 分 治山事業施行地区数

計画区総数 22,475ha 計画区総数 116 地区

３ 市町村森林整備計画及び森林経営計画との関連

市町村長は、本計画との適合を前提として、地域の実情に応じた具体的な森林施業の方法等の規範

を示す「市町村森林整備計画」を作成します。森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受

けた者は、その所有又は管理する森林について、具体的な伐採・造林等の実施に関する「森林経営計

画」を属人又は属地的に作成することができます。

＊ 計画の対象森林：森林法第５条の規定に基づき、森林の整備及び保全並びに伐採や造林に関する計画をたてることとなってお

り、この計画の対象となる森林は５千分の１の地形図（森林計画図）に図示されている。この計画の対象森林

において立木を伐採する場合や開発を行う場合は、事前の届出や許可が必要となる。
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現在、山地帯の上・中部にはミズナラ林が、その下部にはコナラ林が広く分布している。

ミズナラ林も人間の伐採などの影響によって成立した二次林であると言われてきたが、ミズナ

ラの近縁種であるモンゴリナラはアジア大陸に広く分布しており、花粉分析などの研究の結果、

人為の影響を受ける前からミズナラがコナラと並んで冷温帯の主要な構成種であったことが分か

ってきている。

ミズナラは、コナラやブナに比べて乾燥に対する耐性が強く、より立地条件の悪いところで優

勢になっていることが多い。

山地帯の沢通りなどの湿潤地には、トチノキ－サワグルミ林が成立している。林内にはカツラ

が混生し、下層植生にはジュウモンジシダ、オシダ、リョウメンシダなどのシダ植物やミヤマイ

ラクサ、ヤグルマソウなどの湿潤地に特有の植物が見られる。

尾根筋などの土壌が浅く乾燥しやすいところには、キタゴヨウ－クロベ林が筋状に発達してい

る。林内には、シロヤシオ、サラサドウダン、コヨウラクツツジ、ムラサキヤシオ、オオバスノ

キ、アカミノイヌツゲなどが生育し、林床にはウスノキ、ヒメモチ、タケシマラン、シシガシラ、

シノブカグマなどが見られる。

仙台市の磐司岩の岩壁には、ヤマスカシユリ－イワキンバイ群落が成立している。

白石市小原の材木岩の対岸には、西日本を中心として各地で稀に自生しているヨコグラノキが

見られる。

山地帯には、スギやヒノキ、アカマツなどの植林も多い。蔵王山の東麓には比較的広い面積の

カラマツ植林が見られる。

（５）高山帯・亜高山帯

本県において、亜高山帯以上に達している山は奥羽山脈だけに限られる。

現在では、ハイマツ群落は亜高山帯に含める考え方が主流であるが、景観上明瞭に区分できる

ので、本稿では伝統的な分類に従って高山帯として取り扱った。

船形山のおよそ標高1,350ｍから1,480ｍの地域には、ミヤマナラ、ミネカエデ、ダケカンバ、

ナナカマド、サラサドウダン、ウラジロヨウラク、オオカメノキ、ツノハシバミなどの落葉広葉

低木とアカミノイヌツゲ、キャラボクなどの常緑低木が密に混生する亜高山帯落葉低木林が成立

している。

林床には、ツルシキミ、ツルツゲ、タケシマラン、マイヅルソウなどが散生している。船形山

では、蔵王連峰のオオシラビソなどのような亜高山帯針葉樹林は見られない。

船形山山頂南西斜面の冬期に雪が吹き溜まる箇所には、ミヤマハンノキ林が成立している。

船形山では高山帯を代表するハイマツ群落は、およそ標高1,450ｍから1,500ｍの地域に見られ

る。

船形山山頂部の戸立沢に面する斜面は、風が激しく当たる急傾斜の岩角地になっている。希少

種が多く、イワオオギ、キンロバイ、チシマゼキショウ、キバナノコマノツメ、ハクサンフウロ、

ミヤマキンバイ、ホソバノイワベンケイ、ウスユキソウ、ユキワリソウ、ユキワリコザクラ、ミ

ヤマシャジンなどの高山性草本からなる高山性風衝草原となっている。

蔵王連峰のおよそ標高1,300ｍから1,700ｍまでの地域には、亜高山帯針葉樹林を代表し、ハイ

マツを除く針葉樹では最も多雪環境に強いと言われるオオシラビソ林が成立している。
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第３ 森林・林業の概要

１ 森林資源

森林面積は162,965haで、その内訳は国有林が55,495ha（国有林率：34％）、民有林が107,470ha

（民有林率：66％）となっている。

民有林のうち本計画の対象となる森林の面積は107,166haで、県全体の計画対象森林面積の38％

を占める。また、材積は2,340万8,227‰で、県全体の35％を占めている。

所有形態別では県有林3,719.32ha(3％)、市町村有林10,784ha(10％)、財産区＊1有林495ha(1%未

満)、私有林92,168ha（86％）となっている。

林地の利用状況は立木地102,679ha（うち竹林848ha）、無立木地3,639.12haであり、普通林＊2･制

限林＊3別では普通林77,612ha、制限林29,555haで、制限林の割合は28％となっている。

立木地のうち針葉樹･広葉樹別の割合は、面積では針葉樹47％、広葉樹53％、材積では針葉樹67

％、広葉樹33％となっており、１ヘクタール当たりの平均材積は針葉樹330‰、広葉樹139‰で、全

体平均では228‰である。平均材積は全体平均で前計画より13‰増加している。 また、人工林率は

46％で、県平均54％を下回っている。

樹種別では、人工林はスギ30,157ha（材積11,994千‰、ヘクタール当たり材積398‰）、ヒノキ

2,495ha（同519千‰、208‰／ha）、アカマツ10,976ha（同2,453千‰、223‰／ha）となっており、

スギは人工林の針葉樹のうち面積で66％、材積で78％を占める。また、天然林はアカマツ1,731ha

（同415千‰、240‰／ha）、クヌギ1,255ha（同183千‰、146‰／ha）、その他広葉樹52,603ha（同

7,347千‰、140‰／ha）でコナラ・クリ林が主体を占めている。
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